
インフルエンザ予防接種費用補助のご案内 

～事前申し込み不要、接種後の申請でＯＫ～ 
 

 
当国保組合では、保健事業の一環として被保険者のインフルエンザ予防接種費

用に対する助成事業を実施しております。 

令和７年度のインフルエンザ予防接種費用に対する助成利用制度の概要につい

ては、以下のとおりとなります。 

 

１．利用対象者の範囲 

利用対象者は、当国保組合加入の１８歳以下の被保険者です。 

（注1）１９歳の誕生日の前日までに接種した分までが、対象となります。 

（注2）協会けんぽ・市町村国保等に加入のお子様は、対象になりません。 

 

２．助成額 

予防接種を受けた被保険者一人に対し、年度内１回１，５００円を限度に助成い

たします。 

 

３．助成金の申請方法 

組合員（申請者）が接種後に、同封の『インフルエンザ予防接種費用助成金支給

申請書』に領収書を添付して、賀茂支部までご提出ください。また、助成対象の

接種者が２人以上いる場合は、申請書の提出はまとめてするようにお願いします。 

 

※領収書は、原則原本とし、医療機関名、接種者名、接種日、費用額が記載された

インフルエンザ予防接種とわかる内容のもの（レシートは不可、接種済証・医療費

明細書のみは不可）。なお複数人で１枚の領収書は無効となります。必ず接種者1

人につき1枚の領収書を病院に発行してもらい添付してください。 

 

４．助成金申請書の提出期限 

令和８年３月３１日（必着） 

提出期限を過ぎますと助成を受けられません。申請する場合は、接種後なるべく

お早めの提出をお願いいたします。 

（事務処理上、令和8年2月末日までの提出にご協力をお願いいたします。） 

 

５．助成金のお受取方法 

賀茂支部の助成金のお受け取り方法ですが、直接窓口に申請に来られた方にはそ

の場で現金にて支給いたします。郵送での申請をされた方には、保険料の振替指

定口座（ＪＡふじ伊豆）へ、後日お振込みさせていただきます。 

 

ご不明な点などございましたら、賀茂支部までお問い合わせください。 
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